予想問題　～社会保険統計、公的年金、医療保険～
（外れたらごめんなさい。何かあれば110142ns加藤までご連絡ください。）
1． 社会保障統計
（　）児童・母子、障害者、高齢者、女性など社会的弱者に対するサービスを社会保険という
（　）会社員、船員が加入するのは共済年金である
（　）社会保険は全部で医療・年金・介護・雇用の４種類である
（　）社会保障給付費を２００７年度から５年間毎年２２００億円削減している
＊（独身者の増加）と（　　  ）は少子化の要因である
＊親権つき離婚は（　　）手当に影響する。
＊社会保障は低所得者を対象に保護を目的する制度から、近年はサービスを必要とするすべての人を対象に（　　　　）を目的として実施している。

２．公的年金
（　）国民年金第一号被保険者は、自営業、フリーター、学生である。
（　）老齢年金は９０歳まで支給される
＊国民年金には（　　）年金、（　　）年金、（　　）年金の３つの給付がある。
＊老齢年金を受けるためには（　　）年以上保険料を納めなければならない。
＊遺族厚生年金の場合、子のある妻は子が（　）歳の年度末まで年金支給を受けることができる。

3．医療保険
＊医療費高騰の要因と考えられることを3つあげよ
（　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）（生活習慣病）（長寿化・長期入院）（コンビニ受診）（出来高払い）
＊日本の医療保険の特徴を３つあげよ
（　　　　　）（患者が医療選択）（　　　　　　）（　　　　　）（自由開業）
＊暦月単位で自己負担額1-3割が高額なとき、高額医療療養費制度の負担限度額までの自己負担ですむ。
　＜70歳未満の上位所得世帯・一般世帯＞「保険証と（　　　　　　）」
＜70-74歳の上位所得世帯・一般世帯＞　「保険証と高齢受給者証」
＜75歳以上の上位所得世帯・一般世帯＞「保険証のみ」
を窓口で提示する。

＊医療保険と介護保険の年間自己負担額の合計が高額なとき、（                 ）制度に基づき限度額を超える額が戻ってくる。

＊後期高齢者医療制度（2014年度新制度の予定！）
　加入者：（　　）歳以上の高齢者約1500万人、うち障害認定者65-74歳45万人
　保険者：（　　　　　　　　）
　支払方法：年金から天引き（特別徴収）
　特徴：（　　）加入の制度である。
　自己負担：医療費の1割負担。現役並み所得者3割負担。

＊保険滞納者への対応
（　　　　　　）…特別な理由により有効期限３ヵ月の短期証交付
（　　　　　　）…滞納1年超で交付。窓口で10割負担！！保険料を引いて後日償還（返済）。
























解説
1． 社会保障統計
p.7（×）児童・母子、障害者、高齢者、女性など社会的弱者に対するサービスを社会保険という
→児童・母子、障害者、高齢者、女性など社会的弱者に対するサービスを社会福祉
→＊【社会保障の４つの領域】のおさらい
1 社会保険（保険料は被保険者、事業主、国（税金）などが負担）
医療保険（各種健康保険・共済）・年金保険・介護保険・雇用保険・労働者災害補償保険のことをいう。
2 公的扶助（生活保護）
生活困窮者が自立して生きていけるように、国が公費で援助
3 社会福祉
高齢者、障碍者、児童、母子家庭など社会生活上ハンディキャップを持つ人に対して国が行う施設などのサービス
4 公衆衛生・医療
国民の疾病を予防し、感染症の予防などを目的として保健所の行うサービス

p.7（×）会社員、船員が加入するのは共済年金である。
→会社員、船員が加入するのは厚生年金である。会社は厚生年金、国関係の組織は共済年金と覚える。私立の学校の職員は共済年金であることに注意！文部科学省の管轄だから。自営業・無職の人は国民年金。⇒２．公的年金の項目でくわしく。

P.7（×）社会保険は全部で医療・年金・介護・雇用の４種類である
→社会保険は全部で医療・年金・介護・雇用・労災の５種類である

p.8（○）社会保障給付費を２００７年度から５年間毎年２２００億円削減している

p.5＊（独身者の増加）と（晩婚化）は少子化の要因である

p.5＊親権つき離婚は（児童扶養）手当に影響する。

P.3＊社会保障は低所得者を対象に保護を目的する制度から、近年はサービスを必要とするすべての人を対象に（自立支援）を目的として実施している。


２．公的年金
（○）国民年金第一号被保険者は、自営業、フリーター、学生である。第二被保険者は会社員・公務員・私学教職員。第三号被保険者は、会社員等に扶養される配偶者。
（×）老齢年金は９０歳まで支給される
→老齢年金は生きている限り支給される。
p15＊国民年金には（老齢）年金、（障害）年金、（遺族）年金の３つの給付がある。
P19＊老齢年金を受けるためには（２５）年以上保険料を納めなければならない。２０歳～５９歳までの４０年間強制加入が義務づけられている。
P20＊遺族厚生年金の場合、子のある妻は子が（18）歳の年度末まで年金支給を受けることができる。

3．医療保険
P31＊医療費高騰の要因と考えることを3つあげよ
（医療技術の高度化）（新薬・高額医療機器）（公的医療保険の適用拡大）（生活習慣病）（長寿化・長期入院）（コンビニ受診）（出来高払い）

P31＊日本の医療保険の特徴を３つあげよ
（国民皆保険）（患者が医療選択）（全国一律の医療費）（出来高払い）（自由開業）

P33＊暦月単位で自己負担額1-3割が高額なとき、高額医療療養費制度の負担限度額までの自己負担ですむ。
＜70歳未満の上位所得世帯・一般世帯＞「保険証と限度額適用認定証」
＜70-74歳の上位所得世帯・一般世帯＞　「保険証と高齢受給者証」
＜75歳以上の上位所得世帯・一般世帯＞「保険証のみ」　を窓口で提示する。
p.34＊医療保険と介護保険の年間自己負担額の合計が高額なとき、（高額医療・高額介護合算療養費）制度に基づき限度額を超える額が戻ってくる。

P38＊後期高齢者医療制度（2014年度新制度の予定！）
　加入者：（75）歳以上の高齢者約1500万人、うち障害認定者65-74歳45万人
　保険者：（市町村の広域連合）
　支払方法：年金から天引き（特別徴収）
　特徴：（個人）加入の制度である。
　自己負担：医療費の1割負担。現役並み所得者3割負担。
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